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△ ベンチャー株式の譲渡益

Q :ベンチャー株式の譲渡益について特例

が設けられたそうですが、どのような特例で

しようか。

A:譲渡益を2分の1に軽減して課税する

特例です。

【解説】

現行のエンジェル税制は、個人投資家（エ

ンジェル）が一定要件を満たすベンチャー企

業の株式を払込みにより取得した場合、その

後のリスクを税制面でバックアップする特例

で、損をしたときの譲渡損について、他の株

式譲渡益との損益通算や繰越控除を認める制

度です。

平成12年度の改正では、得をしたときの

譲渡益についての特例が追加され、エンジェ

ル税制の対象となる特定株式について、上場

等の日において3年超所有した株式をその上

場等の日以後1年以内に譲渡した場合、一定

の要件の下で、譲渡所得の金額を2分の1と

して課税する特例が創設されました。

従来、上場等の日において3年超所有した

株式をその上場等の日以後1年以内に譲渡し

た場合に、譲渡所得金額を2分の1として課

税する創業者利益の特例があります。今回の

エンジェル税制の追加策は、創業者利益の特

例との重複適用も認められますので、結果的

には税負担が4分の1に軽減されることにな

ります。

一~一

なお、この特例は平成12年4月1日から に/MIYO.T

平成17年3月31日までの取得株式につい

て適用されます。


